
（様式第３号） 

 

年  月  日 

関係教員 各位 

学科 年生学生サポートチーム 

 

障害のある学生への修学上の合理的配慮について（依頼） 

 

年度、ご担当いただく科目を履修する次の学生について、障害を理由に修学上の合理

的配慮が必要と判断されました。当該学生の特性等をご理解の上、合理的配慮の考え方（※）

を踏まえて下記のとおりご高配賜りますようお願い申し上げます。 

なお、この合理的配慮は、当該学生の実状に応じて見直しを行うことを申し添えます。 

 

※ 修学場面における「合理的配慮」とは、本人の授業への参加を妨げる社会的障壁（障害が    

ある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、

慣行、観念その他一切のもの）の解消又は除去のための調整・対応で、以下の考えに即したも

のを指します。 

① 授業の本質及び到達目標への変更を要しない 

② 評価基準の引き下げにつながらない 

③ 他の学生との不適当な区別（不平等等）につながらない 

④ 教育・事務・財政等において過重な負担にならない 

 

記 
 
１．学 生 学籍番号     保健医療学部   学科 （学 生 氏 名） 

保健医療学専攻科    （学 生 氏 名） 

２．診断名 「        」 

３．学生の状況と配慮を要する内容 

 

本人の特性・状況等 合理的配慮について（依頼内容） 

  

  

  

  

 

４．他の学生との情報共有等について 

 

 

 

 

 

 

５．日常の相談・情報共有について 

１）日常の相談体制は次の図のとおりです。学修・生活に関わる相談は学担が中心とな

って対応します。 

  



２）授業において当該学生についてお気づきのこと、他の教員と情報を共有すべき状況等

がありましたら、学担もしくは学務課までご連絡願います。 

３）非常勤講師へも本依頼と同様の依頼を行っています。なお、当該学生に関することに

ついては、非常勤連絡担当教員ではなく、直接、学担もしくは学務課担当者へ連絡す

るように依頼しておりますのでご承知おきください。 

 

 

                   学生担当教員： 

 

                   事務局学務課： 
 


